
交差点は、事故発生の危険性が高い場所であり、県内でも自転車事故の７割以上が
交差点内若しくはその周辺で発生しています。

交差点を通過する際は、交差道路を通過する車両や横断しようとする歩行者な
ど、様々なことに注意しなければなりｈ

【配布用】 高知県警察本部交通部交通企画課

自転車交通安全教育の時間 令和６年11、12月号（第97号）

交差点を右折するときは二段階右折

二段階右折
自転車で交差点を右折すると
きは、できるだけ道路の左端に
寄って、交差点の側端に沿って
徐行しなければなりません。
信号機のある交差点では、青信
号で交差点の向こう側までまっ
すぐ進み、その地点で止まって
右に向きを変え、前方の信号が
青になってから進むようにして
ください。

左右の見とおしがきかない交
差点では徐行しなければなりま
せん。一時停止標識のある交差
点では、一時停止し左右の安全
を確認してから進みましょう。

内回り右折禁止!!事故の危険が高まりますので絶対にやめましょう!!

自転車運転中にイヤホ
ンで音楽を聴いていると、
周囲の音が聞こえづらく
なり、車の近づく音や気
配に気づかず、大変危険
です。
事故に遭わないために、
イヤホンをせず周りの音
に注意しましょう！

周りの音聞こえゆうかえ


